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⑩第 1 子出産前後の女性の継続就業率 

 第１子出産前後の女性の継続就業率を見ると、

長期的にほぼ横ばいで推移しているものの、子ど

もの出生年が 2005～2009 年である女性の就業継

続率は 38.0％となり、同 2000～2004 年である女

性の就業継続率に比べ低下しています（図表3-4-

3）。 

 

【図表３-４-３ 第 1 子出産前後の女性の継続就業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪保育等の子育てサービスを提供している割合 

 待機児童の約 85％を占める３歳未満児の公的

保育サービスの利用児童数については、2015年４

月１日時点で892,772人（幼稚園型認定こども園

等、地域型保育事業を含む場合は920,840）と、長

期的にみると、緩やかに上昇し続けています（図

表3-4-4）。 

 放課後児童クラブの登録児童数については、

2015年は1,024,635となり、引き続き上昇してい

ます（図表 3-4-5）。なお、クラブ数については、

2014 年の22,084 か所から2015 年の22,608 か所

へと引き続き増加しています（図表3-4-33参照）。 

 

 

 

【図表３-４-４ ３歳未満児の保育所等利用児童数と定員数の目標）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調

査（夫婦調査）」（2011 年）より作成。 
２．数値は、当該年間に第１子を出産した女性について、第１子妊娠

判明時に就業していた者に占める第１子１歳時にも就業していた

者の割合。 

（備考）１．2000 年～2006 年は厚生労働省「福祉行政報告例」，2007 年～2009 年は厚生労働省「保育所の状況等について」，2010 年以

降は「保育所関連状況取りまとめ」より作成。 

      ２．各年４月１日現在の数値。 

      ３．2011 年値（［ ］で表示）は、東日本大震災の影響によって調査を実施できなかった岩手県、宮城県、福島県の８市町（岩手県陸

前高田市・大槌町、宮城県山元町・女川町・南三陸町、福島県浪江町・広野町・富岡町）を除いた数値。 

      ４．2015 年より、同年 4 月から施行した子ども・子育て支援新制度において新たに位置づけられた特定教育・保育施設（幼保連携

型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園）、特定地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事

業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）を含めて調査している。このため、「保育所等利用児童数」は、2014 年までは保

育所利用児童数、2015 年は保育所及び幼保連携認定こども園の利用児童数の合計。また，「その他利用児童数」は、幼稚園型

認定こども園等及び特定地域型保育事業の利用児童数の合計。 

     ５．2015 年までの値は利用児童数，目標値は定員数。 
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（％） ｎ＝3,676

【図表３-４-６３ 仕事と介護の両立促進のために必要な勤務先による支援】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図表３-４-６４ 仕事と介護の両立に必要な地域や社会による支援】 
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（％）
※在職者（継続組・転職組）のみの設問

ｎ＝2,727

（備考） 
１．厚生労働省委託事業「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究」（2010 年）（みずほ情報総研株式会社）より作成。 
２．調査対象は，以下の３条件を全て満たした者。 
 (1)全国の 30 歳～64 歳までの男性・女性 
 (2)本人または配偶者の家族に 65 歳以上の何らかの介護が必要な家族がいる（居住地は問わない） 
 (3)本人がその家族の介護を行っている（自らが「介護を行っている」と考えていればよい） 
３．本調査では対象者（ｎ=3,676）を以下の３グループに分類している。 
 (1)当該家族の介護を始めて以降、仕事を辞めたことがない者：「在職者グループ（継続組）」（ｎ=1,803） 
 (2)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いている者：「在職者グループ（転職組）」（ｎ=924） 
 (3)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いていない者：「離職者グループ」（ｎ=949） 

４．複数回答。 

（備考） 

１．厚生労働省委託事業「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究」（2010 年）（みずほ情報総研株式会社）より作成。 
２．調査対象は，以下３条件を全て満たした者。 
 (1)全国の 30 歳～64 歳までの男性・女性 
 (2)本人または配偶者の家族に 65 歳以上の何らかの介護が必要な家族がいる（居住地は問わない） 
 (3)本人がその家族の介護を行っている（自らが「介護を行っている」と考えていればよい） 
３．本調査では対象者（ｎ=3,676）を以下の３グループに分類している。 
 (1)当該家族の介護を始めて以降，仕事を辞めたことがない者：「在職者グループ（継続組）」（ｎ=1,803） 
 (2)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め，現在は仕事に就いている者：「在職者グループ（転職組）」（ｎ=924） 
 (3)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め，現在は仕事に就いていない者：「離職者グループ」（ｎ=949） 

４．複数回答。 


